
　

土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
汚

染
土
壌
処
理
業
の
許
可
等
の
手
数

料
を
新
設
す
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
及
び

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
新
た
な
理

念
に
加
え
、
法
律
及
び
都
条
例
と

の
整
合
を
図
り
、
よ
り
質
の
高
い

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
で
す
。

　

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
介
護
納
付
金
課
税
限
度

額
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
平
成
二
二
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
田
市
立
大
蔵
保
育
園
の
建
替

え
に
よ
る
仮
園
舎
へ
の
移
転
に
伴

う
位
置
の
変
更
及
び
町
田
市
立
森

野
三
丁
目
保
育
園
の
定
員
の
三
〇

名
か
ら
四
〇
名
へ
の
増
員
を
す
る

た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
田
ぼ
た
ん
園
の
開
園
時
間
の

変
更
及
び
団
体
扱
い
の
入
園
料
の

新
設
並
び
に
町
田
市
立
陸
上
競
技

場
の
利
用
時
間
の
変
更
及
び
照
明

設
備
に
係
る
利
用
料
金
の
新
設
を

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る

も
の
で
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
を
も
っ
て
本

町
田
中
学
校
を
廃
止
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
、
平

成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。

　

平
成
二
二
年
度
及
び
平
成
二
三

年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
軽
減
に
係
る
経
費
を
、
各
区
市

町
村
の
一
般
財
源
か
ら
負
担
金
と

し
て
支
弁
す
る
た
め
、
所
要
の
変

更
を
す
る
も
の
で
、
平
成
二
二
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
た
に
葬
祭
費
五
万
円
を
東
京

都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で

支
給
す
る
こ
と
に
伴
い
、
各
区
市

町
村
が
事
務
を
受
託
す
る
た
め
の

規
約
を
制
定
す
る
も
の
で
、
平
成

二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　

大
蔵
保
育
園
を
建
て
替
え
る
た

め
、
工
事
請
負
契
約
を
す
る
も
の

で
す
。

　

契
約
期
間
に
つ
い
て
「
平
成
一

九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
二
年

三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
一

九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
二
年

六
月
三
〇
日
ま
で
」
に
変
更
す
る

も
の
で
す
。

　

市
が
買
収
し
た
竹
桜
土
地
区
画

整
理
組
合
の
保
留
地
二
九
区
画
を

一
括
で
売
り
払
う
も
の
で
す
。

　

委
託
金
額
「
二
九
六
、
〇
〇
〇
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
二
五
一
、
〇
〇

〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
変
更
す
る
も

の
で
す
。

　

交
通
事
故
に
起
因
す
る
国
民
健

康
保
険
に
よ
る
治
療
費
に
つ
い
て
、

被
保
険
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を

代
位
取
得
し
た
町
田
市
の
請
求
に

対
し
、
加
害
者
及
び
損
害
保
険
会

社
が
支
払
い
に
応
じ
な
い
た
め
、

訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
で
す
。

　

開
発
行
為
に
よ
り
築
造
さ
れ
た

道
路
等
を
市
道
に
認
定
す
る
も
の

で
す
。
（
町
田
八
七
〇
号
線
そ
の

他
の
合
計
一
七
路
線
）

　

民
地
認
定
等
の
市
道
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。
（
鶴
川
五
四
一
号

線
そ
の
他
の
合
計
一
二
路
線
）

　

地
方
自
治
法
第
二
五
二
条
の
三

六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
包

括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
す
る
も

の
で
す
。

　

平
成
二
二
年
第
一
回
定
例
会
に

は
二
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
審

査
を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、
一
件

が
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

◎
国
の
保
育
施
策
に
対
し
町
田
市

が
保
育
現
場
を
守
る
こ
と
を
要
望

す
る
請
願

◎
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
公
費
助
成
を
求
め
る
請
願

　

平
成
二
一
年
第
四
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
お
よ
び
教
育
委
員
長
か

ら
処
理
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
は
、
低
所
得
者
の
方
へ
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

生
活
保
護
世
帯
等
及
び
市
民
税
非

課
税
世
帯
に
対
し
て
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
費
用
の
全
額
助
成
を
実
施
し

て
お
り
ま
す
。

　

ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
対
す
る

公
費
助
成
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一

〇
年
度
中
の
実
施
も
含
め
て
、
現

在
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

つ
い
て
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
で
任
意
の
予
防
接
種
の
例
と
し

て
名
前
を
紹
介
す
る
な
ど
、
周
知

を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
「
二
〇
年
間
期
間
限
定

認
可
保
育
所
事
業
」
を
中
心
に
、

待
機
児
童
解
消
に
向
け
保
育
定
員

増
に
全
力
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
現
時
点
で
は
「
町
田
市

認
可
外
保
育
施
設
等
入
所
児
童
保

護
者
補
助
金
交
付
要
綱
」
に
お
け

る
補
助
対
象
施
設
の
拡
大
は
考
え

て
お
り
ま
せ
ん
。

　

○
奨
学
金
制
度
の
拡
充
に
つ
い

て
　

現
在
、
国
会
で
【
高
校
の
実
質

無
償
化
】
に
関
す
る
法
案
が
提
出

さ
れ
て
お
り
、
次
年
度
の
実
施
に

向
け
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

そ
の
動
向
と
結
果
を
踏
ま
え
た
う

え
、
現
行
制
度
の
見
直
し
を
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
の
で
、
現
時
点
で
支
給
額
な

ど
を
改
正
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

○
就
学
援
助
費
の
基
準
の
緩
和

に
つ
い
て

　

町
田
市
の
準
要
保
護
者
の
基
準

は
、
世
帯
の
前
年
所
得
が
生
活
保

護
基
準
を
一
と
し
た
場
合
の
一
・

一
倍
未
満
で
あ
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
一
般
的
な

四
人
家
族
（
父
四
四
歳
、
母
四
二

歳
、
子
ど
も
一
四
歳
と
一
二
歳
）

で
住
宅
形
態
が
借
家
の
場
合
に
、

世
帯
の
年
収
が
お
よ
そ
五
八
〇
万

円
（
父
の
給
与
が
四
八
〇
万
円

母
の
パ
ー
ト
収
入
が
一
〇
〇
万
円
）

を
下
回
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
就
学

援
助
費
を
受
給
い
た
だ
け
る
も
の

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
世
帯
よ
り
も
家
族
の
人
数
が
多

け
れ
ば
、
年
収
が
さ
ら
に
多
く
て

も
認
定
と
な
る
仕
組
み
を
採
用
し
、

保
護
者
の
失
業
、
長
期
療
養
等
に

よ
る
家
計
急
変
の
場
合
に
は
、
こ

の
基
準
に
よ
ら
ず
に
認
定
審
査
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
多
摩
各
市
の
状
況
か

ら
も
適
正
な
水
準
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
現
時
点
で

基
準
を
改
正
す
る
こ
と
は
難
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

議
員　

条
例
改
正
の
目
的
お
よ

び
主
な
内
容
は
何
か
。

　

地
域
福
祉
部
長　

町
田
市
福
祉

の
ま
ち
づ
く
り
総
合
推
進
条
例
制

定
以
後
、
一
五
年
余
り
に
わ
た
り

積
み
重
ね
て
き
た
都
市
施
設
の
整

備
等
の
取
り
組
み
を
基
本
に
置
き

つ
つ
、
法
律
や
都
条
例
の
内
容
と

の
整
合
を
図
り
、
ま
た
、
心
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
及
び
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
を
初
め
と
す
る
福
祉
の

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
考
え
方

を
条
例
の
基
本
理
念
と
し
て
明
記

し
、
そ
の
取
り
組
み
を
一
層
効
果

的
に
推
進
す
る
た
め
に
改
正
す
る

も
の
で
す
。

　

議
員　

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
や

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

の
は
、
市
民
に
ま
だ
な
か
な
か
な

じ
み
が
な
い
言
葉
だ
と
思
う
が
、

ど
の
よ
う
に
市
民
の
皆
さ
ん
に
わ

か
る
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。

　

地
域
福
祉
部
長　

具
体
的
な
手

段
と
し
て
、
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ソ
フ

ト
の
事
業
が
こ
れ
か
ら
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、

市
民
の
方
に
わ
か
り
や
す
く
提
供

を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
い
ま
す
。

　

議
員　

町
田
市
立
大
蔵
保
育
園

の
位
置
変
更
の
理
由
と
内
容
は
。

　

子
ど
も
生
活
部
長　

町
田
市
立

大
蔵
保
育
園
は
建
築
後
四
〇
年
を

経
過
し
、
老
朽
化
が
進
ん
だ
こ
と

か
ら
、
そ
の
解
消
と
、
入
所
定
員

の
増
員
を
図
る
た
め
の
改
築
を
予

定
し
て
い
ま
し
て
、
こ
の
間
、
仮

園
舎
で
保
育
を
行
い
ま
す
が
、
現

在
の
園
舎
と
位
置
が
異
な
る
た
め
、

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

議
員　

町
田
市
立
森
野
三
丁
目

保
育
園
の
定
員
の
変
更
を
行
う
理

由
と
内
容
は
。

　

子
ど
も
生
活
部
長　

町
田
市
立

森
野
三
丁
目
保
育
園
と
同
じ
施
設

内
の
町
田
市
民
病
院
院
内
託
児
室

が
移
転
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ス

ペ
ー
ス
を
利
用
し
ま
し
て
、
待
機

児
解
消
の
た
め
、
入
所
定
員
を
一

〇
人
増
員
し
、
四
〇
人
と
す
る
も

の
で
す
。

　

議
員　

内
容
と
算
出
根
拠
は
何

か
。

　

い
き
い
き
健
康
部
長　

委
託
料

の
内
容
は
、
三
種
混
合
等
、
定
期

予
防
接
種
の
接
種
委
託
料
や
、
麻

疹
予
防
接
種
未
接
種
者
へ
の
フ
ォ

ロ
ー
予
防
接
種
委
託
料
と
、
今
回

初
め
て
計
上
し
た
Ｈ
ｉ
ｂ
ワ
ク
チ

ン
予
防
接
種
費
助
成
事
業
の
委
託

料
や
事
務
必
要
経
費
等
で
す
。
こ

れ
ら
委
託
料
の
う
ち
、
継
続
事
業

に
つ
い
て
は
二
〇
〇
八
年
度
実
績

に
基
づ
き
算
出
し
、
Ｈ
ｉ
ｂ
ワ
ク

チ
ン
に
つ
い
て
は
、
接
種
対
象
の

二
カ
月
以
上
五
歳
未
満
の
乳
幼
児
、

一
万
七
、
九
二
二
人
に
、
接
種
回

数
と
助
成
額
を
掛
け
た
総
額
の
一

五
％
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

議
員　

（
仮
称
）
町
田
市
観
光

セ
ン
タ
ー
を
開
所
す
る
場
所
に
つ

い
て
、
そ
の
選
定
理
由
は
。

　

経
済
観
光
部
長　

現
在
利
用
が

な
さ
れ
て
い
な
い
原
町
田
四
丁
目

の
旧
街
か
ど
ギ
ャ
ラ
リ
ー
一
階
部

分
を
活
用
し
て
、
仮
称
で
は
あ
り

ま
す
が
、
町
田
市
観
光
セ
ン
タ
ー

と
し
て
暫
定
的
に
利
用
す
る
も
の

で
す
。

　

議
員　

耐
震
の
関
係
の
課
題
で

問
題
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の

街
か
ど
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
ま
た
使
う

の
か
。

　

経
済
観
光
部
長　

耐
震
の
問
題

は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
は

国
の
緊
急
雇
用
対
策
事
業
と
し
て

観
光
案
内
人
を
雇
用
す
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
人
た
ち
を
中
心
と
し

た
観
光
案
内
を
、
こ
の
場
所
を
中

心
と
し
て
展
開
し
て
い
こ
う
と
い

う
計
画
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
く
ま

で
も
暫
定
と
し
て
こ
の
場
所
を
利

用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

で
す
。
耐
震
に
つ
い
て
の
対
応
は

し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
い
っ
た
対

応
を
し
て
い
く
の
か
考
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

請
願
の

請
願
の

　

審
査
状
況

　

審
査
状
況

請
願
の
処
理

請
願
の
処
理

経
過
及
び

経
過
及
び

　

結
果
報
告

　

結
果
報
告

採　

択

継
続
審
査

町
田
市
手
数
料
条
例
の一
部

を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の一
部
を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

総
合
推
進
条
例
の一
部
を
改

正
す
る
条
例

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の一
部
を
変
更

す
る
規
約

町
田
市
公
共
下
水
道
根
幹
的

施
設
（
鶴
見
川
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
）
の
建
設
工
事
委
託

に
関
す
る
協
定
（
そ
の
３
）

の
一
部
を
変
更
す
る
協
定

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
葬
祭
費
事
務
の
受
託

に
つい
て

町
田
市
立
保
育
園
設
置
条
例

の一部
を
改
正
す
る
条
例

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起

に
つい
て

大
蔵
保
育
園
改
築
工
事
請
負

契
約

町
田
市
公
共
下
水
道
事
業　

（
平
成
一
九
年
度
か
ら
平
成

二
一
年
度
ま
で
の
事
業
の
一

部
）
に
関
す
る
業
務
委
託
契

約
の
一
部
を
変
更
す
る
契
約

町
田
市
立
公
園
条
例
の一
部

を
改
正
す
る
条
例

町
田
市
立
学
校
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

土
地
の
売
払
い

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
対
す
る
公
費
助

成
を
求
め
る
請
願

細
菌
性
髄
膜
炎
（
ヒ
ブ
）
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
対
す
る
公
費

助
成
を
求
め
る
請
願

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
す

る
保
護
者
と
そ
の
乳
幼
児

（
待
機
児
）
に
対
し
て
保
育

料
負
担
軽
減
補
助
金
を
公
平

に
給
付
す
る
こ
と
を
早
急
に

求
め
る
請
願

す
べ
て
の
子
ど
も
に
学
ぶ
権

利
を
保
障
す
る
た
め
、
「
奨

学
金
制
度
の
拡
充
」
「
就
学

援
助
費
の
基
準
の
緩
和
」
を

求
め
る
請
願

町
田
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

総
合
推
進
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

町
田
市
立
保
育
園
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
仮
称
）
町
田
市
観
光
セ
ン

タ
ー
運
営
委
託
料

　

予
防
接
種
等
委
託
料

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

条
例
・
そ
の
他

予
算

可
決
し
た

議
案
の
内
容

本会議の本会議の
質疑から質疑から
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